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令和６年度取組状況報告書（第５次北谷町障がい者計画） 

 

（１）全体評価 

令和６年度における第５次北谷町障がい者計画の全体進捗状況は、対象１３７事業のうち評価 A（大

いに進んだ）８件、B（進んだ）11７件、C（進んでいない）1２件、D（休止・廃止）0件でした 。全体として多

くの施策・事業は概ね計画通り進んでおり、一部に課題を残す事業がある状況です。 特に「基本目標２

（保健・医療・福祉サービスの充実）」では評価 A が７件と比較的多く、目標達成に至った取組が見られ

ました 。一方、「基本目標３（社会参加の促進）」は評価Aがなく、評価 Cの割合（18.8%）が他より高く

なっています 。しかし全目標を通じて評価 B（順調に進捗）の事業が８割以上を占めており、計画全般は

おおむね順調に推移していると評価できます 。今後は評価 C となった事業への改善策に取り組むこと

で、計画目標の達成度向上が期待されます。 

 

 

評価区分 達成度判断基準 

A 大いに進んだ 

B 進んだ 

C 進んでいない 

D 休止・廃止 

 

 

評価区分 
基本目標 

A B C D 計 

基本目標１ ともに支え
合い安全・安心に暮らせ
る共生社会の実現  

1 4６ ４ 0 51 

2.0% ９０.2% ７.8% 0.0% 100.0% 

基本目標２ 保健・医療・
福祉サービスの充実  

7 58 5 0 70 

10.0% 82.9% 7.1% 0.0% 100.0% 

基本目標３ 自分らしく
活躍できる社会参加の
促進 

0 13 3 0 16 

0.0% 81.3% 18.8% 0.0% 100.0% 

合 計 
8 116 13 0 137 

5.8% 8５.４% ８.８% 0.0% 100.0% 
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（２）「基本目標１ ともに支え合い安全・安心に暮らせる共生社会の実現」の評価 

社会参加支援や就労支援の施策は、コロナ禍からの行事再開に伴い順調に進みました。障がい者の

交流・スポーツ・学習活動支援や地域活動支援センターの利用促進などは必要な支援を適宜実施でき、

町内行事への参加機会も徐々に増えています。就労支援では、「就労定着支援」「就労継続支援」や行

政による障がい者優先調達の推進などが概ね計画通り進捗しました。一部、町役場における法定雇用

率の維持について未達成の年度があり課題が残るものの、障がい者活躍推進計画に基づく取組を継続

しており改善に努めています。また、福祉施設から一般就労への移行支援についても企業への周知や

利用者ニーズの把握に取り組み、年度間の利用者変動に対応しています。総じて、基本目標3に関する

雇用・社会参加施策は大部分が着実に実行されており、障がいのある人の社会参画を後押しする環境

整備が進んでいます。 

 

・「評価 C（進んでいない）」の個別施策 

個別施策 取組内容 成果と課題、今後の方向性 

成年後見制度利

用促進に向けた

体制整備 

成年後見制度利用促進法第 14条に基

づき、地域連携ネットワーク体制（中核

機関並びに協議会の設置等）の構築に

向け、庁内関係部署と連携します。 

福祉課と関係機関とのネットワーク体

制構築に着手できておらず、包括的な

支援体制が整っていません。今年度は

周知啓発や個別対応に留まったため、

庁内で協議しつつ来年度以降にネット

ワークづくりに取り組む方針です。 

福祉避難所の確

保推進 

避難行動要支援者が避難先で安心し

て過ごすことができるよう、福祉施設や

医療機関等と連携した、福祉避難所の

確保に取り組みます。また、避難者受入

のために必要となる物資等の確保に努

めます。 

災害時の障がい者等の避難先となる福

祉避難所は、防災担当部署との調整が

進まず具体的な取組に至っていませ

ん。今後は、福祉避難所の位置づけや

必要設備について関係部署と協議を進

め、早期に受け入れ体制を整備する必

要があります。 

通報システムの

普及推進 

耳や言葉が不自由な人の事件・事故に

関する通報について、関係機関と連携

し、「FAX110 番」や「メール 110 番」、

「110アプリシステム」などの通報システ

ムの周知と活用の普及を図ります。 

防犯分野の取組では、障がい者向け緊

急通報システムの普及啓発が未着手と

なりました。現在、通報システムについ

ては町ホームページ等での周知による

利用促進策を検討中です。 

犯罪や非行をし

た障がいのある

人への地域生活

支援 

犯罪や非行をした障がいのある人の円

滑な地域生活移行を図るため、沖縄県

地域生活定着支援センター、司法、福

祉、医療、保健等の関係機関と連携し、

居場所の確保等必要な支援について

取り組みます。 

犯罪や非行をした障がい者支援につい

て、必要時に個別対応する方針で、引

き続き状況を注視しながら体制整備を

図ります。 
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（３）「基本目標２ 保健・医療・福祉サービスの充実」の評価 

保健・医療体制や障害福祉サービスの充実に関する取組は、概ね計画どおり順調に進みました。医療

的ケア児の受け入れ体制強化や、乳幼児の事故防止に向けた救命講習の定期開催などが実施され、保

護者の理解向上にもつながりました。療育や発達相談、ペアレントトレーニングなど障がい児支援体制も

強化され、訪問支援や計画相談支援、重度障害者への包括的支援なども着実に推進されました。全体

として、保健・医療から福祉サービス、障がい児支援まで幅広い分野で良好な進捗が見られました。 

 

・「評価 C（進んでいない）」の個別施策 

個別施策 取組内容 成果と課題、今後の方向性 

包括的・重層的

支援体制の整備

推進 

地域住民が抱える複雑化・複合化した

課題に対応するために、障害福祉や高

齢福祉などの分野を超えた包括的支援

体制や重層的支援体制の構築を推進

します。 

分野横断的な相談支援を行う包括支

援体制は、現状では個別対応にとどま

り、十分に整っていません。今後は関係

分野との連絡会議を開催し、重層的支

援事業の実施も視野に入れた体制づく

りを進めていく予定です。 

居住系サービス

の充実 

自宅以外で、夜間や休日に日常生活の

援助又は介護等が受けられる、共同生

活の場及び入所施設の確保について

は、障がいのある人のニーズを的確に

把握し、事業所や関係機関と連携して

確保を進めます。また、障害者支援施

設やグループホーム等から、一人暮ら

しへの移行を希望する知的障がいのあ

る人や精神障がいのある人などの、地

域生活を支援するための「自立生活援

助」について、地域の実情を勘案した上

で、適切な確保に努めます。 

町内のグループホームは昨年度の4か

所から 3 か所に減少しており、来年度

も減少が見込まれます。そのため、既

存施設の状況を把握しつつ、新規開設

の促進や運営支援を関係機関と協議

し、地域での住まいの選択肢を確保し

ていく必要があります。 

ピアサポート事

業の支援 

障がいのあるこどもをもつ保護者同士

や兄弟同士、本人同士等が集まり、お

互いの悩みの相談や情報交換を行うピ

アサポートの支援について検討します。 

共に今年度は未実施となりました。いず

れも障がい児や保護者を支える新規事

業ですが、実施主体となる事業者等と

の調整が整っていないため開始に至っ

ていません。現在、事業委託先候補と

の協議を検討しており、体制が整い次

第早期に事業を立ち上げられるよう準

備を進めます。 

ペアレントメンタ

ー養成等事業 

障がいのあるこどもの子育てを経験し

た保護者に対して、ペアレントメンター

の養成に必要な研修の実施や情報提

供を行います。また、同じようなこども

を持つ保護者に対して、ペアレントメン

ターによる子育て相談や地域資源につ

いての情報提供等の実施を検討しま

す。 

発達支援の情報

連携の推進 

障がいのあるこどもや発達の支援を必

要とするこどもについて、発達支援に係

る課題や情報の共有化を図るととも

に、今後の方向性や必要な体制づくり

について協議を行うために担当者会議

等を開催し、関係課との情報連携を推

進します。また、必要に応じて療育等関

係者の参加を図ります。 

障がい児の発達支援に関する庁内連

携は不十分で、今年度は連絡会を 1回

開催したにとどまりました。今後は「こど

も支援部会」などを活用し、関係機関連

携を強化して包括的な支援体制の構

築を進めていく予定です。 
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（４）「基本目標３ 自分らしく活躍できる社会参加の促進」の評価 

社会参加支援や就労支援の施策は、コロナ禍からの行事再開に伴い順調に進みました。障がい者の

交流・スポーツ・学習活動支援や地域活動支援センターの利用促進などは必要な支援を適宜実施でき 、

町内行事への参加機会も徐々に増えています。就労支援では、「就労定着支援」「就労継続支援」や行

政による障がい者優先調達の推進などが概ね計画通り進捗しました。一部、町役場における法定雇用

率の維持について未達成の年度があり課題が残るものの、障がい者活躍推進計画に基づく取組を継続

しており改善に努めています。また、福祉施設から一般就労への移行支援についても企業への周知や

利用者ニーズの把握に取り組み、年度間の利用者変動に対応しています。総じて、基本目標3に関する

雇用・社会参加施策は大部分が着実に実行されており、障がいのある人の社会参画を後押しする環境

整備が進んでいます。 

 

・「評価 C（進んでいない）」の個別施策 

個別施策 取組内容 成果と課題、今後の方向性 

行事等への参加

支援 

行事等開催の場における障がいのある

人の受け入れについて、バリアフリーや

わかりやすい案内表示の設置等物理

的な配慮のほか、他の参加者への理解

啓発、支援ボランティアの確保等の配

慮について、行事等を開催する関係者

への理解促進に取り組みます。 

今年度は具体的な受入支援策を講じ

られず未実施に終わりました。現在、障

がい者の参加自体は見られるものの、

行事主催部署との事前調整が行われ

ていない状況であり、今後は主催者側

との情報共有や調整を強化して受入体

制を構築する必要があります。 

生活サポート事

業の継続検討 

事業の効果や必要性の面から、事業継

続について検討します。 

日常生活で見守り等の支援が必要な

障がい者を対象とした生活サポート事

業は、平成２９年度に１名利用があった

以降、町内に利用希望者がいない状態

が続き、事業を実施できていません。利

用ニーズの欠如により長年未実施とな

っていることから、今後も利用見込み

が立たない場合は事業の休止または廃

止も検討する方針です。 

福祉電話設置事

業の継続検討 

事業の効果や必要性の面から、事業継

続について検討します。 

在宅の障がい者等に電話を設置し安

否確認等を行う本事業は、例年どおり

既存利用者への対応は継続したもの

の、近年新規利用者が皆無という状況

です。現在の利用者のサービス利用が

終了した場合、事業目的の達成が困難

となるため、事業の休止・廃止を含め存

続を検討する段階に来ています。ニー

ズ喚起策や事業の在り方について関係

部署で協議し、必要に応じて計画見直

しを図ります。 
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（５）重点施策の評価 

個別施策 取組内容（要約） 評価 成果と課題、今後の方向性 

住環境の改善に

関する支援の推

進 

障がいのある人が安全で快適

に暮らせるよう、日常生活用具

や住宅改修費の周知・利用促

進を行い、ニーズに応じて事業

の見直しを検討します。 

B（進んだ） 住宅改修や自立生活支援用具

の給付を継続し、在宅生活の

質の向上に寄与しました。今後

は、多様なニーズに対応できる

よう事業を見直し、より効果的

な住環境支援を進めます。 

個別避難計画作

成の促進 

避難行動要支援者に対して、

一人一人の状況に合わせた個

別避難行動計画作成の支援に

取り組みます。また、障害福祉

サービス事業所等が策定する

BCP（事業継続計画）を活用

し、個別避難行動計画の円滑

な策定支援に努めます。 

B（進んだ） 避難行動要支援者名簿の整備

や事業所での BCP 作成が進

み、防災支援体制が前進しまし

たが、個別避難計画の作成率

やBCPの活用には課題があり

ます。今後は関係機関と連携

し、実効性のある計画策定と運

用体制の整備を進めます。 

相談支援体制の

充実 

障がいのある人や子どもが地

域で安心して暮らせるよう、町

内の障害福祉サービス事業所

の運営状況を把握・分析し、事

業の定着や参入促進に向けて

運営効率化や人材確保の支援

を検討します。 

B（進んだ） 相談支援専門員の育成や関係

課との連携が進み、支援の質

が向上しましたが、分野横断的

な体制は未整備です。今後は

関係機関との協議を重ね、継

続的で一体的な支援体制の構

築を進めます。 

障害福祉サービ

ス事業所等に対

する運営支援の

検討 

障がいのある人や子どもが地

域でより良い生活を送れるよ

う、町内の障害福祉サービス事

業所の実態を把握し、運営の

安定や人材確保に向けた支援

を検討します。 

B（進んだ） 事業所との意見交換や研修を

通じてサービスの安定化が進

みましたが、人材確保や経営面

の課題が残っています。今後は

事業継続支援や人材育成の仕

組みづくりを進め、安定した運

営環境の整備を図ります。 

児童発達支援セ

ンターの整備推

進 

地域の障がい児支援の中核的

役割を担う児童発達支援セン

ターについて、北谷町地域自立

支援推進協議会等を活用し、

庁内関係部署と連携の上、整

備を推進します。 

B（進んだ） 児童発達支援に関する調査や

検討を進め、基本構想策定の

準備を行いましたが、候補地や

運営方式の検討に課題があり

ます。今後は関係機関連携を

強化し、整備に向けた工程を着

実に進めます。 

一般就労移行・

定着促進 

就労支援事業所や関係機関と

連携し、企業での実習受け入

れを推進するとともに、就労後

の生活支援や家族・事業所と

の連携を強化します。また、商

工会や企業と協力して障がい

者雇用の理解促進と啓発を進

めます。 

B（進んだ） 就労支援事業所や関係機関と

の連携により、一般就労への移

行支援や就労定着支援を実施

し、一定の成果が見られまし

た。今後は、企業や商工会との

連携をさらに強化し、障がいの

ある人が地域で安定して働き

続けられる環境づくりを推進し

ていきます。 

 


